
障害の区分

　制度の名称

等級 1 2 3 4 5 6 A１ A２ B１ Ｂ２ 1 2 3

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25

○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ 25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

△ △ △ △ △ △ 26

△ △ △ △ △ △ 26

△ △ △ △ △ △ 27

△ △ △ △ △ △ 27

△ △ △ △ △ △ 27

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28

◎ ◎ ◎ ◎ 28

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 28

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 30

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 31

※ ◎・・・該当するもの　　 ○・・・該当するが要件があるもの　　 △・・・障がいの区分等により一部該当するもの

制度の詳細については、本文をご覧ください。

※ 世帯や所得の変化により、要件に該当する・しないが変わる可能性がありますので、ご注意ください。
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NET119 緊 急 通 報 シ ス テ ム
（ 聴 覚 障 害 者 等 特 定 ： 楢 川 地 区 ）
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所 得 税 、 市 ・ 県 民 税 に 関 す る 所 得 控 除

自 動 車 税 、 軽 自 動 車 税 の 減 免

利 子 等 の 非 課 税 （ 障 害 者 マ ル 優 ）

図 書 館 の 資 料 提 供 サ ー ビ ス

生 活 福 祉 資 金 の 貸 付
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身体障害者

知的障害者
精神障害者

Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 受 信 料 の 減 免

障 が い 者 総 合 相 談 支 援 セ ン タ ー
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行 政 機 関 等 の 相 談 窓 口

Web１１９通報システム（聴覚障害者等特定）

青 い 鳥 郵 便 葉 書 の 無 償 配 布

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業

FAX か ら の 119 番 通 報

言語及び聴覚障害者ファクス110番・110番アプリ

避 難 行 動 要 支 援 者 登 録 制 度

ご み 袋 の 支 給
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